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 令和６年11月21日会議概要  

                           

第１　日時　 

　　　令和６年11月21日（木）午前９時10分から午前11時24分までの間 

 

第２　出席者　 

　　　在田委員長、池坊委員、森委員、森田委員 

　　　警察本部長、総務部長、警務部長、生活安全部長、地域部長、刑事部長、交通部長、　　

　    警備部長、サイバー対策本部長、京都市警察部長、情報通信部長 

      《書記　公安委員会補佐室室長、公安委員会補佐室室長補佐》 

 

第３  議事の概要 

　１　委員報告 

    (1) 福岡県公安委員との意見交換会（11月14日） 

委員から「福岡県公安委員と公安委員会苦情の件について意見交換を行い、非常に参考

になった。」旨、報告があった。 

　  (2) 装備資機材開発改善コンクール審査（11月14日） 

        委員から、「職務を行う上での改善点やアイデアを形にしているもので、実用性、独創性、

      経済性という観点から審査を行った。労作も多く、少しでも現場で活かすことができれば

      と思った。」旨、報告があった。 

　　(3) 京都府警察音楽隊定期演奏会（11月17日） 

委員から、「音楽隊は、府警を身近に感じる大切な役割を担っていると思う。今回は反射

板の活用について実演があり大変わかりやすくアピールされていた。」旨、報告があった。 

    (4) 令和６年度みんなの力で暴力・違法銃器追放京都府民大会（11月20日） 

        委員から、「表彰式等の後、府警本部から違法銃器についての現状についての報告があり、

      続いて殺人事件の被害者遺族による記念講演があった。」旨、報告があった。 

 

　２　議題 

　(1) 令和６年秋の「京都府警察勲章伝達式」の実施について　　        　　  

警務部長から、本年11月28日、京都府警察本部において、令和６年度秋の「京都府警察

 勲章伝達式」を実施し、36人が受章する旨、報告があった。

 

　　(2) 「令和６年　年末の交通事故防止府民運動」の実施について　　　　　　 

      交通部長から、本年12月１日から同月10日までの間、実施される「令和６年年末の交通

事故防止府民運動」に関し、運動重点等の報告があった。本年11月29日にイオンモール高

の原においてスタート式を行い、期間中は、「ゆずりあう　心がつなぐ　京の道」をスロー

ガンにこどもや高齢者をはじめとした歩行者の交通事故防止や、薄暮時のライト点灯等の

促進、特定小型原動機付自転車等を対象とした交通ルール遵守の徹底、飲酒運転の根絶等

に取り組むほか、交通機動隊の白バイや同隊から市内署に派遣している白バイを一斉に稼

 働させて集中取締り等を行う旨、説明があった。

委員から、「年末年始を控える時期であり多忙な中であるが、しっかりお願いする。」旨、

 発言があった。
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　(3) 第14回自転車交通安全ＣＭコンテストの審査結果について　　　　　　  

    交通部長から、将来の交通社会を担う生徒・学生が直接交通安全教育を担い、自ら牽引

  役として稼働してもらうことを趣旨として、平成23年から実施している自転車交通安全Ｃ

Ｍコンテストの審査結果について報告があった。23の中学・高校・大学等から165作品の応

募があり、グランプリ、準グランプリ等の受賞作品について本年12月１日、ホテル日航プリ

ンセス京都において表彰式を実施、ＫＢＳ京都のテレビやラジオ　で随時放送するほか、Ｊ

Ｒ京都駅、イオンモールのデジタルサイネージ、イオンシネマ、Ｔ・ジョイ等を活用して幅

 広く広報していく旨、説明があった。

委員から、「サイネージ等で放映されて府民の目に触れることで、活動に広がりが出てく

るのではないかと思うので引き続きよろしくお願いする。」旨、発言があった。 

  

 (4) 監察案件（１件）　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　 

      首席監察官から、監察案件１件について報告があった。 

 

  (5) 警察本部長総括 

警察本部長から、「山科署の特殊詐欺相談事案に関して、特殊詐欺対策を府警の最重要課

題として取り組んでいる中で、このような事態を生じさせてしまったことについて、被害

者やそのご家族、府民、特殊詐欺対策で協力いただいている関係機関に対し申し訳ない思

いである。府警としては、警察署や交番での電話や窓口対応等、あらゆる警察業務におい

て、そこでの対応が大きな過ちにつながる可能性があるということで、引き続き部門間の

連携や本部と署の連携について間違いが生じないように、全ての部門において、業務の点

検と対応を徹底してまいりたいと考えている。」旨、発言があった。 

 

　３　個別決裁　 

　  (1) 個人情報の保護に関する法律施行細則の一部改正について　　　　　　　 

警務課法制担当補佐から、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行等により、国民健康保険法等が改正さ

れ、国民健康保険証等が廃止されることを受け、所要の改正を行う旨、説明があり、審議

の上、決定した。 

 

    (2) 特定抗争指定暴力団等（六代目山口組・池田組）の指定期限の延長について　　　　　

　　    捜査第四課主席調査官から、指定暴力団六代目山口組・池田組を特定抗争指定暴力団等

      として指定期限を延長する必要性について説明があり、審議の上、延長を決定した。 

　　 

    (3) 公安委員会宛て苦情について             　　　　　　　　　　　　　 

公安委員会補佐室室長補佐から、過日受理した公安委員会宛の苦情申出１件について、

調査結果及び通知案の説明があり、審議の上、通知内容を決定した。 

    

　４　聴聞等 

　 　 運転免許関係行政処分について　　　　　　　　　　 　　　　　  　  　  

　  　交通部聴聞官から、道路交通法の規定に基づく運転免許の行政処分に係る聴聞、意見聴取

   の結果について説明があり、11件の行政処分を審議した。

 

  ５　個別報告 

    (1) 京都府情報公開・個人情報保護審議会への諮問について            　　 
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        総務課情報公開室担当補佐から、公文書非公開決定に対する審査請求について、京都府

   情報公開・個人情報保護審議会への諮問をする旨、説明があった。

 

　　(2) 当面の行事予定等について   　                            　  　 　 

    　  公安委員会補佐室長から、次回の公安委員会定例会議及び出席予定行事等について報告

      があった。


